
 不利益処分名

根拠法令・条項

 所    管    課

 処　分  基  準 　・設　定　　　・設定できない　　　・基準を公開できない

聴聞又は弁明の別 ・聴　聞 ・弁　明

個別法により聴聞
又は弁明の手続の
適用が除外される
場合の根拠法令及
び条項

「不利益処分」基準等公開票（法律又は命令）

聴聞・弁明の機会
の付与の区分

（処分基準を設定で
きない場合及び基準
はあるが公開できな
い場合は、その理
由）

（聴聞又は弁明の
手続を省略する場
合の根拠条項等）

ただし、行政手続法第１３条第２項第４号に規定する
「金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限す
る不利益処分をしようとするとき」に該当するため、手
続を省略する。

生活困窮者住居確保給付金の支給中止

生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第１２
条第２項、第１５条

生活福祉部　　地域共生推進課

　生活困窮者住居確保給付金受給者（以下「受給者」という。）が次のいずれかに該当する場合は、生
活困窮者住居確保給付金の支給を中止することができる。
１　受給者が正当な理由がなく、就労支援に関する自立相談支援機関の指示に従わない場合。
２　期間の定めのない労働契約又は期間の定めが６月以上の労働契約による就職（支給決定後の就職の
みならず、申請後の就職も含む。以下「常用就職」という。）し、就労に伴い得られた収入が月におけ
る当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属
する年度（申請日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５
年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）
が課されていない者の収入の額を１２で除して得た額（以下「基準額」という。）及び当該生活困窮者
が賃借する住宅の１月当たりの家賃の額（当該家賃の額が昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号
（生活保護法による保護の基準を定める等の件）による住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該
額）を合算した額を超えた場合。また、常用就職したこと及びその就職による収入の報告を怠った場
合。
３　生活困窮者住居確保給付金の申請時に報告のあった住居での居住実態がないと認められるとき。
４　生活困窮者住居確保給付金の申請時に報告のあった住居を退去したとき（借主の責によらず転居せ
ざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同一の自治体内での転居が適当である場合を除
く。）。
５　偽りその他不正の行為により生活困窮者住居確保給付金を受給していたことが判明したとき。
６　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の開始の決定を受けたとき。
７　生活困窮者住居確保給付金の支給決定後、禁錮以上の刑に処せられたとき。
８　受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３
５号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したとき。
９　生活困窮者住居確保給付金の支給の中断の決定をした日から２年が経過したとき。
１０　生活困窮者住居確保給付金の支給の中断の決定を受けた者が毎月１回の面談等による報告を怠っ
たとき。ただし、市長が給付金の支給の中止が適当でないと認めたときは、この限りでない。
１１　受給者の死亡その他の生活困窮者住居確保給付金を支給することが適当でない事情が生じたと
き。


